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特　
　

集公
文
書
管
理
法
に
お
け
る
「
歴
史
公
文
書
」
と
「
特
定
歴
史
公
文
書
」

― 

そ
の
生
成
過
程
と
問
題
点 

―

小　
　

池　
　

聖　
　

一

は
じ
め
に

　

来
る
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
年
）
四
月
一
日
よ
り
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
一
年
法
律
第
六
六
号
、
以
下
、
公
文
書
管
理
法
と
略
記
）
が

施
行
さ
れ
る
。

　

公
文
書
管
理
法
は
、
情
報
公
開
法

）
1
（

、
個
人
情
報
保
護
法

）
2
（

と
連
動
し
、
平
成
二
〇

年
一
月
一
八
日
第
一
六
九
回
国
会
で
当
時
の
福
田
康
夫
内
閣
総
理
大
臣
が
「
国
立

公
文
書
館
制
度
の
拡
充
を
含
め
、公
文
書
の
保
存
に
向
け
た
体
制
を
整
備
し
ま
す
」

と
施
政
方
針
演
説
を
行
な
っ
て
か
ら
、
わ
ず
か
一
年
半
で
法
制
化
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
な
短
期
間
で
の
立
法
は
、消
え
た
年
金
記
録
問
題
、海
上
自
衛
隊
補
給
艦
「
と

わ
だ
」
の
航
海
日
誌
廃
棄
問
題
等
に
よ
り
、
国
民
の
公
文
書
管
理
に
対
す
る
関
心

が
高
か
っ
た
た
め
で
あ
る

）
3
（

。
何
よ
り
も
公
文
書
管
理
法
は
、
国
民
の
公
文
書
管
理

に
対
す
る
疑
念
を
払
拭
し
、
そ
の
信
頼
を
取
り
戻
す
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
え
よ

う
。

　

公
文
書
管
理
法
の
意
義
は
、
基
本
的
に
下
記
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

①
現
用
・
非
現
用
を
通
じ
た
統
一
的
な
公
文
書
管
理
の
推
進

　

②
移
管
制
度
の
改
善

　

③ 

公
文
書
管
理
に
関
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
の

整
備

　

④ 

外
部
有
識
者
の
知
見
を
活
用
す
る
仕
組
み
の
整
備
と
国
立
公
文
書
館
の
機
能

強
化

　

⑤
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
促
進
を
図
る
仕
組
み
の
整
備

）
4
（

　

こ
の
五
点
の
う
ち
、
ま
さ
に
、
上
位
①
〜
③
の
三
点
は
、
公
文
書
管
理
の
信
頼

性
を
取
り
戻
す
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
で
、
こ
の
公
文
書
管
理
法
に
は
、「
等
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴

が
あ
る
。
な
か
で
も
、「
定
義
」
に
お
い
て
、対
象
と
な
る
文
書
に
「
歴
史
公
文
書
」

「
特
定
歴
史
公
文
書
」
と
い
っ
た
聞
き
な
れ
な
い
用
語
が
使
用
さ
れ
、そ
れ
に
「
歴

史
公
文
書
等
」「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
と
「
等
」
が
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。「
定

義
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
曖
昧
な
造
語
が
使
用
さ
れ
、「
等
」
が
つ
い
て
い
る
こ

と
で
多
様
な
解
釈
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、こ
の
「
歴
史
公
文
書
」「
特

定
歴
史
公
文
書
」
と
い
う
用
語
が
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
、
な
ぜ
「
等
」
が
多
用

さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
か
ら
発
し
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
の
疑
問
は
、
公
文
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書
管
理
法
の
成
立
過
程
そ
の
も
の
に
起
因
し
、
今
後
の
公
文
書
管
理
の
あ
り
方
に

も
影
響
を
与
え
る
と
も
考
え
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
第
一
章
で
は
、
平
成
一
五
年
五
月
に
開
始
さ
れ
た
「
歴
史
資
料

と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
・
利
用
等
の
た
め
の
研
究
会

）
5
（

」
か
ら
、

平
成
二
一
年
七
月
一
日
、
法
律
第
六
六
号
と
し
て
公
文
書
管
理
法
が
制
定
さ
れ
る

ま
で
、
各
委
員
会
等
で
の
議
事
を
通
じ
て
、「
歴
史
公
文
書
」
と
「
特
定
歴
史
公

文
書
」
が
如
何
に
定
義
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
着
目
し
て
概
観
す
る
。

　

第
二
章
で
は
、
公
文
書
管
理
法
成
立
以
降
、
公
文
書
管
理
委
員
会
で
の
議
論
お

よ
び
施
行
令
の
策
定
と
こ
れ
に
準
拠
し
、
内
閣
府
か
ら
示
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
な
か
で
の
「
歴
史
公
文
書
」
と
「
特
定
歴
史
公
文
書
」
の
問
題
点
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

　

そ
の
う
え
で
、「
お
わ
り
に
か
え
て
」
の
な
か
で
、
上
記
の
過
程
に
つ
い
て
問

題
点
を
ま
と
め
、
解
決
策
の
提
示
を
試
み
た
い

）
6
（

。

一
、 

公
文
書
管
理
法
が
成
立
す
る
過
程
に
お
け
る｢

歴
史
公
文
書｣

と

「
特
定
歴
史
公
文
書
」

（
１
）
歴
史
資
料
と
し
て
の
重
要
公
文
書
等

　

公
文
書
館
法
（
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
年
）
法
律
第
百
一
五
号
）
第
四
条
（
公

文
書
館
）
で
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
は
「
国
が
保
管
し
て
い
た

歴
史
資
料
と
し
て
の
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の
記
録
を
含
む
」
と
定
義
さ
れ
た
。

問
題
は
、
移
管
さ
れ
公
文
書
館
で
保
管
さ
れ
る
公
文
書
の
な
か
で
何
が
「
重
要
」

な
の
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
移
管
さ
れ
る
べ
き
「
重
要
」
な
行
政
文
書
と
は
何

か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
国
の
各
省
庁
か
ら
非
現
用
化
し
た
行
政
文
書
の

受
け
入
れ
機
関
で
あ
る
国
立
公
文
書
館
は
、
直
接
各
省
庁
文
書
お
よ
び
文
書
管
理

に
直
接
ア
ク
セ
ス
し
た
上
で
の
評
価
選
別
権
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
移
管
基
準

の
策
定
と
、
そ
の
拡
大
に
よ
っ
て
所
蔵
資
料
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ

の
意
味
で
、
適
正
な
公
文
書
管
理
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
情
報
公
開
法
の
制

定
は
、
国
立
公
文
書
館
に
と
っ
て
移
管
基
準
の
拡
大
・
充
実
の
好
機
で
あ
っ
た
。

国
立
公
文
書
館
で
は
、
情
報
公
開
法
に
対
応
し
て
、
国
立
公
文
書
館
法
（
平
成

一
一
年
法
律
第
七
九
号
）
を
制
定
す
る
と
と
も
に
、
平
成
一
〇
年
一
一
月
三
〇
日

に
移
管
基
準
等
研
究
会
を
発
足
さ
せ
た
。
こ
の
移
管
基
準
等
研
究
会
で
は
、
情
報

公
開
法
に
対
応
し
た
国
立
公
文
書
館
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
と
と
も
に
、「
公
文

書
等
の
移
管
基
準
」
を
検
討
し
、「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
を
一

覧
表
化
し
た
定
型
的
基
準
と
し
て
の
「
別
表
１　

移
管
対
象
文
書
の
類
型
及
び
そ

の
具
体
例
」
を
明
ら
か
に
し
た

）
7
（

。

　

そ
し
て
、
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
の
閣
議
決
定
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な

公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、「
歴

史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
に
つ
い
て
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
た
。

　
（
1
） 

我
が
国
政
府
の
過
去
の
主
要
な
活
動
を
跡
づ
け
る
た
め
に
必
要
な
、
国

政
上
の
重
要
な
事
項
又
は
そ
の
他
の
所
管
行
政
上
の
重
要
な
事
項
の
う

ち
所
管
行
政
に
係
る
重
要
な
政
策
等
国
政
上
の
重
要
な
事
項
に
準
ず
る

重
要
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
係
る
意
思
決
定

　
（
2
） （
1
）
の
決
定
に
至
る
ま
で
の
審
議
、
検
討
又
は
協
議
の
過
程
及
び
そ
の

決
定
に
基
づ
く
施
策
の
遂
行
過
程

）
8
（

　

そ
の
上
で
閣
議
決
定
と
同
日
の
各
府
省
庁
官
房
長
申
合
せ
「
歴
史
資
料
と
し
て
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重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
（
平
成
一
三

年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
、
具
体

化
さ
れ
た
。

　
（
3
）
以
下
の
①
か
ら
⑧
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

　
　

①
昭
和
二
〇
年
ま
で
に
作
成
さ
れ
、
又
は
取
得
さ
れ
た
文
書

　
　

② 

行
政
文
書
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
と
き
か
ら
保
存
期
間
が
三
〇
年
以

上
経
過
し
た
文
書
（
保
存
期
間
が
三
〇
年
未
満
で
あ
っ
て
も
、
延
長
に
よ

り
結
果
と
し
て
三
〇
年
以
上
経
過
し
た
文
書
を
含
む
。）

　
　

③
閣
議
請
議
に
関
す
る
文
書

　
　

④ 

事
務
次
官
（
事
務
次
官
が
置
か
れ
て
い
な
い
機
関
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に

相
当
す
る
職
）
以
上
の
決
裁
し
た
文
書

　
　

⑤ 

行
政
機
関
が
そ
の
施
策
等
を
一
般
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作

成
し
た
広
報
誌
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス
タ
ー
、
ビ
デ
オ
等
の
広
報
資
料

の
う
ち
当
該
行
政
機
関
の
本
府
省
庁
が
保
有
し
て
い
る
も
の

　
　

⑥
文
書
閲
覧
制
度
に
基
づ
き
閲
覧
目
録
に
搭
載
さ
れ
た
文
書

　
　

⑦ 

２（
4
）の
規
定
に
よ
り
、
予
算
書
、
決
算
書
、
年
次
報
告
書
等
の
毎
年
又

は
隔
年
等
に
定
期
的
に
作
成
さ
れ
る
文
書
の
う
ち
、
各
行
政
機
関
の
長
と

移
管
に
つ
い
て
協
議
し
、
包
括
的
な
合
意
が
な
さ
れ
た
も
の

　
　

⑧ 

２（
5
）の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
た
特
定
の
国
政
上
の

重
要
事
項
等
に
関
連
し
て
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
て
、
各
行
政
機
関
の

長
と
移
管
に
つ
い
て
協
議
し
、
合
意
に
達
し
た
も
の

）
9
（

　

さ
ら
に
、
定
型
的
基
準
と
し
て
は
、
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
付
各
府
省
庁
文

書
課
長
等
申
合
せ
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め

に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
等
の
運
用
に

つ
い
て
」
別
表
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、「
重
要
」
と
は
、「
国
政
上
」
と

限
定
し
た
う
え
で
、
戦
前
の
公
文
書
と
三
〇
年
と
い
う
保
存
年
限
と
事
務
次
官
決

裁
以
上
の
文
書
と
さ
れ
た
が
、「
重
要
事
項
等
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
具
体
性

に
欠
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
で
、「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書

そ
の
他
の
記
録
」
を
略
し
て
「
歴
史
公
文
書
等
」
と
し
た
の
は
、
平
成
一
三
年
四

月
二
日
付
規
程
第
七
号
「
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
利
用
規
則
」
お
い
て
で

あ
っ
た

）
10
（

。（
２
） 「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
・
利
用
等
の

た
め
の
研
究
会
」

　

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
・
利
用
等
の
た
め
の
研
究

会
（
以
下
、
研
究
会
と
略
記
）
は
、
当
時
の
小
泉
内
閣
官
房
長
官
で
あ
っ
た
福
田

康
夫
代
議
士
の
肝
い
り
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

）
11
（

。
本
研
究
会
で
の

議
論
は
、
国
立
公
文
書
館
の
拡
充
と
、
そ
の
た
め
の
「
諸
外
国
の
先
進
的
な
取
組
」

に
対
す
る
調
査
が
主
な
も
の
と
な
っ
た
が
、
大
濱
徹
也
国
立
公
文
書
館
常
任
理
事

（
当
時
）
か
ら
、
次
記
の
様
な
実
態
に
即
し
た
意
見
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　

 （
前
略
）昨
今
、ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
資
格
認
定
問
題
が
話
題
と
な
っ
て
お
り
、

「
大
学
史
学
科
な
ど
の
課
程
認
定
を
せ
よ
」
と
の
声
が
聞
か
れ
ま
す
が
、

課
程
認
定
で
資
格
を
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
図
書
館
司
書
や
博
物
館
学
芸

員
が
現
在
負
わ
さ
れ
て
い
る
苦
悩
と
苦
闘
と
い
う
も
の
を
見
れ
ば
、
い
か

が
な
も
の
か
な
と
い
う
感
を
私
は
持
っ
て
お
り
ま
す
。
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が

専
門
職
と
し
て
負
わ
さ
れ
て
い
る
使
命
は
、
単
に
残
さ
れ
て
い
る
記
録
資
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料
を
歴
史
資
料
と
し
て
守
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る

記
録
な
ど
を
的
確
に
管
理
し
、
残
し
て
い
く
た
め
に
何
を
な
す
べ
き
か
、

必
要
に
応
じ
て
対
処
す
る
力
の
有
無
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ア
ー
キ
ビ

ス
ト
に
は
、
あ
る
種
の
記
録
管
理
官
的
な
業
務
の
よ
う
な
も
の
を
身
に
つ

け
た
者
が
各
行
政
組
織
等
の
情
報
公
開
業
務
あ
る
い
は
記
録
管
理
業
務
と

一
体
と
な
っ
て
営
む
責
務
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　
　
　

 　

ど
う
か
委
員
の
皆
様
に
お
か
れ
て
は
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
単
に
歴
史
資

料
の
お
守
り
役
、
保
護
者
と
し
て
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
に
生
み
出

さ
れ
て
い
る
記
録
を
も
含
め
、
国
や
自
治
体
を
は
じ
め
、
各
組
織
の
営
み

を
構
成
員
に
伝
え
る
作
業
を
通
し
、
後
の
世
に
歴
史
を
残
し
て
い
く
こ
と

に
あ
る
と
い
う
使
命
に
思
い
を
い
た
し
、
専
門
職
に
つ
い
て
の
位
置
づ
け

あ
る
い
は
養
成
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
ア
ー
キ
ビ

ス
ト
の
養
成
と
位
置
づ
け
は
、
現
に
苦
闘
し
て
い
る
司
書
や
学
芸
員
の
方

た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
場
を
新
た
に
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
だ

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。（
後
略

）
12
（

）

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
会
で
は
、
専
門
職
制
の
成
立
（
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
）
が

議
論
の
中
心
と
な
り
、
本
研
究
会
名
に
も
あ
る
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文

書
等
の
適
切
な
保
存
・
利
用
等
の
た
め
」
と
い
う
観
点
は
、「
公
文
書
館
に
移
管

さ
れ
る
べ
き
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
評
価
選
別
は
、
そ
の
時
代
の

歴
史
を
規
定
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
そ
の
業
務
に
携
わ
る
専
門
職
員
の
資
質

と
し
て
、
高
度
な
専
門
知
識
・
技
術
に
加
え
高
い
見
識
と
幅
広
い
視
野
が
求
め
ら

れ
る
」
と
、
専
門
職
員
の
養
成
問
題
に
す
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

）
13
（

。

　

結
果
と
し
て
、
こ
の
研
究
会
で
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の

記
録
」
を
略
し
て
「
歴
史
公
文
書
等
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
は
、
何
等
深
め

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
３
）「
公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利
用
に
関
す
る
懇
談
会
」

　

研
究
会
に
引
続
き
、「
我
が
国
に
ふ
さ
わ
し
い
公
文
書
等
の
管
理
、
保
存
及
び

利
用
に
係
る
制
度
の
在
り
方
を
検
討
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
公
文
書
等
の

適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利
用
に
関
す
る
懇
談
会
（
以
下
、
懇
談
会
と
略
記
）
が
、

平
成
一
五
年
一
二
月
一
七
日
か
ら
、
平
成
一
七
年
六
月
二
二
日
ま
で
、
合
計
一
四

回
開
催
さ
れ
た

）
14
（

。

　

こ
の
懇
談
会
は
、
山
田
委
員
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
今
回
、
名
前
が
「
歴
史
資

料
と
し
て
重
要
な
」
と
い
う
の
が
抜
け
た
と
い
う
の
は
、
歴
史
学
者
の
加
藤
先
生

あ
た
り
か
ら
は
ご
不
満
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、そ
う
い
う
意
味
か
ら
言
う
と
、

意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
気
が
し
て
お
り
ま

す
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
文
書
概
念
を
多
様
に
広
げ
つ
つ
公
文
書
管
理
の
あ
り
様

を
中
心
的
な
議
題
と
し
た
の
で
あ
っ
た

）
15
（

。

　

そ
の
際
、
高
山
座
長
は
、「「
歴
史
的
に
重
要
な
公
文
書
等
」
の
解
釈
、
情
報
公

開
法
に
お
け
る
行
政
文
書
な
ど
の
類
似
の
概
念
が
非
常
に
錯
綜
し
た
形
で
用
い
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
少
し
整
理
し
て
、
比
較
な
ど
を

し
や
す
く
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
し
て
い
た
も

の
の
、「
用
語
の
解
釈
」 

に
つ
い
て
は
、
事
務
局
に
一
任
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

）
16
（

。

　

そ
し
て
、
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
の
第
二
回
懇
談
会
で
、
川
口
内
閣
府
企
画

調
整
課
長
は
、
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 （
前
略
）
公
文
書
等
と
は
記
録
で
あ
っ
て
、
現
用
の
も
の
を
除
く
と
い
う

こ
と
で
、
そ
の
主
要
な
も
の
と
し
て
公
文
書
が
例
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
公
文
書
館
法
の
解
釈
と
い
う
こ
と
で
、
総
理
府

時
代
に
、
昭
和
六
三
年
に
地
方
公
共
団
体
に
解
釈
を
示
し
た
も
の
が
ご
ざ

い
ま
し
て
、
こ
の
解
釈
に
よ
り
ま
す
と
、
公
文
書
と
は
、
公
務
員
が
そ
の

職
務
を
遂
行
す
る
過
程
で
作
成
す
る
記
録
を
、
そ
の
他
の
記
録
と
は
、
公

文
書
以
外
の
す
べ
て
の
記
録
を
言
い
、
ま
た
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
媒
体
に

つ
い
て
は
、
文
書
、
地
図
、
図
面
類
、
フ
ィ
ル
ム
、
音
声
記
録
、
磁
気
テ
ー

プ
、
レ
ー
ザ
ー
デ
ィ
ス
ク
等
、
そ
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
の
記
録
に
は
、
古
書
、
古
文
書
、
そ
の
他
私
文
書

も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
公
文
書
以
外
で
も
公
文
書
等

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
す
べ
て
の
媒
体
で
、
か
つ
私

文
書
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
（
後
略

）
17
（

）

と
述
べ
、「
公
文
書
」
と
「
公
文
書
等
」
と
の
相
違
、「
等
」
の
解
釈
を
拡
大
す
る

方
向
性
を
明
ら
か
に
し
た

）
18
（

。

　

し
か
し
、「
等
」
の
内
実
と
し
て
、
菊
池
館
長
が
例
示
し
た
も
の
は
「
例
え
ば

消
費
税
の
導
入
、
税
率
の
改
正
等
に
伴
っ
て
、
国
民
に
あ
れ
だ
け
周
知
し
た
。
ポ

ス
タ
ー
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
藤
井
政
策
統
括
官
政
策
統
括
官
は
、「
実

態
み
た
い
な
も
の
を
本
当
に
御
論
議
し
て
い
た
だ
い
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
が
」
と
前
置
き
し
、「
歴
史
的
な
文
書
と
言
っ
た
っ
て
、

各
省
は
自
分
た
ち
の
業
務
運
営
に
今
後
も
必
要
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

絶
対
に
公
文
書
館
に
は
渡
そ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
」「
特
に
法
律
制
定
改
正
と
か
、

あ
る
い
は
重
要
な
審
議
会
、
答
申
と
い
う
よ
う
な
の
は
、（
中
略
）
言
わ
ば
参
考

資
料
的
に
保
存
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。
こ
れ
は
審
議
会
答
申
も

同
じ
で
す
。
決
し
て
廃
止
し
て
移
管
し
な
い
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
自
分
た

ち
の
手
元
に
置
い
て
お
い
て
移
管
し
た
く
な
い
と
い
う
部
分
の
方
が
、
相
当

ウ
ェ
ー
ト
が
高
い
ん
で
は
な
い
か
と
」
発
言
し
て
い
た

）
19
（

。

　

尾
崎
委
員
か
ら
「
本
当
に
幅
広
く
集
め
よ
う
と
思
う
と
、
や
は
り
あ
る
程
度
根

拠
を
与
え
な
い
と
無
理
だ
と
思
い
ま
す
ね
」「
あ
る
程
度
根
拠
を
与
え
て
、
そ
う

い
う
も
の
を
残
す
ん
だ
と
い
う
気
分
を
各
省
庁
に
し
っ
か
り
植
え
付
け
な
い
と
難

し
い
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
」
と
の
問
題
提
起
が
行
な
わ
れ
た
も
の

の
、
加
藤
委
員
が
「
三
〇
年
オ
ー
ダ
ー
と
い
う
意
味
を
あ
る
種
、
歴
史
研
究
者
の

立
場
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
こ
れ
は
そ
れ
だ
け
重
要
な
文
書
だ
か
ら
そ
れ
だ
け

の
期
間
保
存
し
て
お
く
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
の
側
面
が

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
骨
肉
の
闘
い
と
な
る
よ
う
な
政
治
的
な
争
点
と
な
っ
た
問

題
が
、
三
〇
年
と
い
う
時
間
を
経
れ
ば
、
敵
対
し
て
い
た
双
方
の
当
事
者
の
間
に

お
い
て
も
、
感
情
的
に
ほ
ぐ
れ
て
く
る
、
当
事
者
間
に
お
い
て
も
、
そ
の
問
題
は

も
う
歴
史
家
に
ま
か
せ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
覚
、雰
囲
気
が
生
ず
る
」

と
回
答
し
、「
目
先
の
利
害
を
超
え
て
、
あ
る
官
僚
が
政
治
に
関
わ
る
よ
う
な
文

書
を
作
成
す
れ
ば
、
そ
れ
は
官
僚
個
人
が
作
成
し
た
も
の
で
も
公
文
書
館
の
収
集

す
る
対
象
と
な
る
、
と
い
っ
た
感
覚
や
雰
囲
気
を
、
法
律
の
言
葉
で
書
い
て
い
た

だ
け
た
ら
大
変
結
構
だ
、
と
思
い
ま
す
」
と
国
立
公
文
書
館
の
収
集
権
問
題
に
転

換
し
て
し
ま
っ
て
い
る

）
20
（

。

　
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
と
は
何
か
、
と
い
う
疑
問
は
、
内
閣

府
が
行
っ
た
各
省
庁
（
一
八
省
庁
）
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、
そ
の
半
数
に
あ

た
る
九
省
庁
が
「
歴
史
的
に
重
要
な
公
文
書
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
良
く
分
ら
な
い
た
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め
、
選
定
が
難
し
い
」
と
回
答
し
て
い
る
点
で
も
明
ら
か
で
あ
っ
た

）
21
（

。
懇
談
会
で

は
、「
学
会
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
」
な
ど
が
提
案
さ
れ
た
も
の
の
、
懇
談
会
自
体
で

は
答
え
を
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
22
（

。
答
え
ら
し
き
も
の
は
、
総
務
省
政
策
統
括

官
の
「
歴
史
文
書
な
ど
で
一
番
重
視
さ
れ
る
の
は
、
重
要
な
法
律
の
制
定
と
か
、

あ
る
い
は
重
要
な
施
策
、
あ
る
い
は
社
会
的
に
重
要
な
で
き
事
と
か
、
そ
う
い
っ

た
こ
と
に
関
連
す
る
行
政
文
書
な
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
」
と
の
発
言
に
と
ど

ま
る
も
の
で
あ
っ
た

）
23
（

。

　

第
六
回
の
懇
談
会
で
も
、
尾
崎
委
員
よ
り
、「
公
文
書
の
適
切
な
移
管
に
つ
い

て
（
法
改
正
を
必
要
と
し
な
い
措
置
）」
が
資
料
と
し
て
提
出
さ
れ
、「
定
期
的
」

に
作
成
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
と
各
府
省
と
の
間
で
移
管
文
書
を
決

め
る
「
包
括
的
合
意
制
」
と
、
各
府
省
横
断
的
な
「
特
定
重
要
政
策
事
項
指
定
制

度
」
の
導
入
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」

を
、
各
省
庁
と
国
立
公
文
書
館
の
実
態
に
即
し
て
評
価
・
選
別
す
る
方
法
を
示
し

た
も
の
で
あ
っ
た

）
24
（

。
し
か
し
、
懇
談
会
で
は
、
尾
崎
委
員
の
提
案
を
審
議
す
る
こ

と
な
く
、「
重
要
な
公
文
書
」
と
は
な
に
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
４
）「
公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」

　

平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
年
）
九
月
二
五
日
、
国
立
公
文
書
館
の
整
備
・
拡
充

に
熱
心
で
あ
っ
た
福
田
康
夫
代
議
士
が
第
九
一
代
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
。
平
成

二
〇
年
二
月
二
九
日
に
は
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
少
子
化
対
策
・
男
女
共
同

参
画
担
当
）
の
上
川
陽
子
を
公
文
書
管
理
担
当
大
臣
に
任
命
し
た
。
そ
し
て
、
同

日
、「
新
た
な
文
書
管
理
法
制
の
在
り
方
を
含
む
、
国
の
機
関
に
お
け
る
文
書
の

作
成
か
ら
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
、
廃
棄
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
文
書
管
理
の

今
後
の
在
り
方
及
び
国
立
公
文
書
館
制
度
の
拡
充
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た

め
」、
公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
（
以
下
、
有
識
者
会
議

と
略
記
）
を
発
足
さ
せ
た

）
25
（

。

　

こ
の
有
識
者
会
議
が
開
催
さ
れ
る
前
に
、
二
つ
の
動
き
が
存
在
し
て
い
た
。
一

つ
は
、
総
合
研
究
開
発
機
構
（N

IRA

）
の
委
託
の
下
、
平
成
一
七
年
八
月
か
ら

翌
一
八
年
に
か
け
て
八
回
開
催
さ
れ
た
「
公
文
書
管
理
法
研
究
会
」
で
あ
る
。「
公

文
書
管
理
法
研
究
会
」
は
、「
論
点
整
理
」
を
行
い
、
公
文
書
管
理
法
案
と
し
て

分
担
管
理
の
原
則
の
あ
り
方
に
つ
い
て
修
正
を
加
え
、「
永
久
保
存
を
す
る
立
場

に
あ
る
国
立
公
文
書
館
等
の
視
点
か
ら
現
用
文
書
の
作
成
・
管
理
等
の
あ
り
方
を

規
律
し
よ
う
」
と
す
る
案
（
甲
案
）
と
、「
行
政
機
関
の
長
の
行
政
文
書
の
作
成
・

管
理
等
の
事
務
を
出
発
点
と
す
る
現
行
制
度
の
基
本
線
は
維
持
す
る
考
え
方
」（
乙

案
）
の
二
案
を
提
示
し
た
。
そ
の
う
え
で
、『
政
策
提
言

－

公
文
書
管
理
の
法
整

備
に
向
け
て
』（
以
下
、「
政
策
提
言
」
と
略
記
）
を
平
成
一
九
年
二
月
に
刊
行
し

て
い
た

）
26
（

。
こ
の
公
文
書
管
理
法
研
究
会
の
代
表
・
高
橋
滋
一
橋
大
学
教
授
お
よ
び

ア
メ
リ
カ
の
公
文
書
管
理
制
度
に
つ
い
て
執
筆
し
た
野
口
貴
公
美
法
政
大
学
准
教

授（
当
時
）が
、
有
識
者
会
議
の
委
員
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
、
こ
の
「
政
策
提

言
」
の
影
響
力
を
理
解
で
き
る
。
こ
の
「
政
策
提
言
」
は
、
国
立
公
文
書
館
の
権

限
拡
大
を
念
頭
に
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
に
関
連
す
る
部
分
に
お
い
て

も
、「
独
立
行
政
法
人
等
文
書
」「
民
間
文
書
」
を
「
将
来
国
立
公
文
書
館
に
移
管

で
き
る
潜
在
的
対
象
」と
し
て
い
る
。「
第
Ⅳ
部　

公
文
書
管
理
に
関
す
る
諸
論
点
」

で
は
「
第
１
章　

公
文
書
管
理
法
制
の
位
置
付
け
と
課
題
」（
斎
藤
誠
）
に
お
い

て
「
対
象
文
書
の
外
延
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
第
３
章　

公
文
書
管
理
と
行
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政
の
転
換
」（
飯
尾
潤
）
で
は
、「
何
が
歴
史
的
に
重
要
か
と
い
う
こ
と
は
一
義
的

に
は
定
め
ら
れ
な
い

）
27
（

」
と
根
本
問
題
を
回
避
し
、「
実
質
的
な
意
思
決
定
過
程
と

文
書
作
成
過
程
が
分
離
し
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、
公
文
書
管
理
の
必
要
性
を

行
政
の
効
率
化
・
高
度
化
と
い
う
点
か
ら
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
中
間
書
庫
の
必

要
性
か
ら
、「
第
５
章　
「
記
録
保
存
型
文
書
管
理
」
と
「
意
思
決
定
型
文
書
管
理
」」

（
牧
原
出
）
と
、
二
つ
の
文
書
管
理
を
設
定
し
て
い
る
。
結
果
的
に
、
こ
の
「
政

策
提
言
」
は
、
国
立
公
文
書
館
を
理
想
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
文
書
館
・
記

録
管
理
庁
（N

ational A
rchives and Records A

dm
inistraiom

,N
A
RA

）

に
近
づ
け
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
日
本
の
公
文
書
管
理
の

実
態
や
、
国
立
公
文
書
館
の
実
情
に
根
ざ
さ
ず
、「
歴
史
的
に
重
要
な
資
料
」
の

定
義
問
題
も
避
け
て
通
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
で
、
平
成
一
九
年
六
月
二
七
日
付
内
閣
総
理
大
臣
決
定
「
公
文
書
等
の
適

切
な
保
存
の
た
め
の
特
定
の
国
政
上
の
重
要
事
項
等
の
指
定
に
つ
い
て
」
で
、「
阪

神
・
淡
路
大
震
災
関
連
施
策
」「
オ
ウ
ム
真
理
教
対
策
」「
病
原
性
大
腸
菌
Ｏ

一
五
七
対
策
」「
中
央
省
庁
等
改
革
」「
情
報
公
開
法
制
定
」「
不
良
債
権
処
理
関

連
施
策
」「
気
候
変
動
に
関
す
る
京
都
会
議
関
連
施
策
」「
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
日
韓
共
催
」
の
八
点
が
挙
げ
ら
れ
、「
歴
史
的
に
重
要
な
資
料
」
を
、
重
要
「
事

項
」
と
し
て
指
定
し
た
の
で
あ
っ
た

）
28
（

。

　

こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
に
開
催
さ
れ
た
有
識
者
会
議
は
、「
政
策
提
言
」
同
様
、

国
立
公
文
書
館
の
理
想
像
を
制
度
的
に
提
示
す
る
「
ゴ
ー
ル
ド
・
モ
デ
ル
」
を
求

め
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
平
成
二
〇
年
七
月
一
日
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

有
識
者
会
議
の
中
間
報
告
「
時
を
貫
く
記
録
と
し
て
の
公
文
書
管
理
の
在
り
方
〜

今
、
国
家
事
業
と
し
て
取
り
組
む

29
（

〜
）」
で
も
、
公
文
書
管
理
全
体
の
シ
ス
テ
ム

化
の
問
題
を
、
各
府
省
の
管
理
実
態
お
よ
び
、
そ
の
文
書
管
理
に
い
た
る
文
書
の

作
成
か
ら
管
理
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
、
シ
ス
テ
ム
の
理

想
像
を
示
す
た
め
だ
け
の
内
容
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
有
識
者
会
議
の
あ
り
方

は
、
意
見
募
集
に
も
反
映
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
を
加
藤
委
員
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
　

 （
前
略
）
元
々
、
意
識
の
高
い
方
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
国
民
の
側
は
、
大
き
く
理
想
を
語
っ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
一
方
で
、
各
省
庁
の
側
は
、
例
え
ば
、
公
文

書
を
一
定
の
ル
ー
ル
で
共
通
に
管
理
し
よ
う
と
考
え
る
と
、
ど
の
よ
う
な
こ

ろ
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
か
と
い
う
部
分
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
、
あ
る

意
味
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
と
言
い
ま
す
か
、
細
か
い
問
題
点
を
克
明
に
書
き
上

げ
て
こ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
各
省
庁
の
対
応
を
や
は
り
現
実
に
目

の
当
た
り
に
し
ま
す
と
、
国
民
の
理
想
と
、
省
庁
の
現
実
、
こ
れ
を
す
り
合

わ
せ
る
の
が
こ
の
会
議
に
求
め
ら
れ
て
い
る
、
一
つ
の
政
治
的
な
力
量
で

あ
っ
て
、
尾
崎
座
長
や
大
臣
に
は
ぜ
ひ
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ

と
を
感
じ
た
こ
と
が
一
つ
で
す
。（
後
略
））

30
（

　

平
成
二
〇
年
一
一
月
四
日
の
有
識
者
会
議
最
終
報
告
「
時
を
貫
く
記
録
と
し
て

の
公
文
書
管
理
の
在
り
方
〜
今
、
国
家
事
業
と
し
て
取
り
組
む
〜
」
で
も

）
31
（

、
実
態

と
の
連
関
性
を
有
さ
な
い
理
想
論
が
中
心
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
公
文
書
管
理
法
策
定
の
前
提
と
な
っ
た
各
会
議
に
お
け
る
議

論
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
研
究
会
か
ら
有
識
者
会
議
ま
で
の
議
論
は
、
日
本
の
実

態
や
具
体
例
に
即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
文
書
館
・
記
録
管

理
庁
（N

A
RA

）
を
モ
デ
ル
・
ケ
ー
ス
と
し
て
国
立
公
文
書
館
の
あ
る
べ
き
姿
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を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
次
章
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
公
文

書
管
理
法
の
制
定
に
お
い
て
も
、
日
本
の
実
情
に
つ
い
て
は
主
た
る
論
点
と
な
ら

な
い
ま
ま
、
法
律
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

）
32
（

。

二
、
公
文
書
管
理
法
と
公
文
書
管
理
委
員
会

（
１
）
国
会
で
の
審
議
と
公
文
書
管
理
の
成
立

　

平
成
二
一
年
三
月
三
日
、「
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
案
」
が
閣
議
決

定
さ
れ
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
同
案
は
、
民
主
党
公
文
書
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
の
指
摘
を
う
け
、
同
チ
ー
ム
と
与
党
の
公
文
書
館
推
進
議
員
懇
談
会
と
の

間
で
修
正
協
議
が
行
わ
れ
た
。

　

衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
は
、
五
月
二
一
日
に
付
託
さ
れ
、
五
月
二
七
日
と
同
月

二
九
日
の
二
日
に
わ
た
っ
て
集
中
審
議
が
行
わ
れ
た
。
与
党
お
よ
び
民
主
党
間
で

合
意
が
成
立
し
、
六
月
一
一
日
、
修
正
案
と
一
五
項
目
の
付
帯
決
議
（
文
書
作
成

範
囲
の
拡
大
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
集
中
管
理
、
管
理
簿
の
公
開
、
研
修
等
）

を
全
会
一
致
で
可
決
。
参
議
院
内
閣
委
員
会
で
は
、
修
正
案
と
付
帯
決
議
二
一
項

目
が
、
六
月
二
三
日
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。
七
月
一
日
、
法
律
第
六
六
号

と
し
て
公
文
書
管
理
法
は
、
公
布
さ
れ
た
。

　

本
稿
に
即
し
た
質
問
と
し
て
は
、
五
月
二
七
日
の
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
吉
井

英
勝
委
員
（
日
本
共
産
党
）
か
ら
、「
公
文
書
」
の
時
期
範
囲
に
つ
い
て
質
問
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
山
崎
日
出
夫
政
府
参
考
人
（
内
閣
府
大
臣
官
房

審
議
官
）
は
、「
こ
の
公
文
書
管
理
法
案
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
文
書
が
い
つ

作
成
、
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
行
政
文
書
、
法
人
文
書
あ
る
い
は
公
文

書
に
移
管
さ
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
公
文
書
等
に
当

て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。し
た
が
い
ま
し
て
、

ど
ん
な
古
い
文
書
で
あ
ろ
う
と
公
文
書
等
に
含
ま
れ
得
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
五
月
二
九
日
の
内
閣
委
員
会
で
公
明
党
田
端

正
広
委
員
か
ら
は
、「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
」
の
範
囲
に
つ
い
て
質
問
が
な
さ

れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
菊
池
光
興
国
立
公
文
書
館
長
は
、「
全
く
個
人
が
書
い
た

日
記
だ
と
か
何
か
と
い
う
の
が
果
た
し
て
入
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
、

そ
こ
ま
で
は
広
が
ら
な
い
と
い
う
の
が
通
常
の
公
文
書
の
範
囲
だ
ろ
う
と
思
う
ん

で
す
」
と
し
、
そ
の
う
え
で
、「
そ
う
い
う
も
の
が
将
来
は
入
っ
て
く
る
余
地
が

あ
る
」
と
の
含
み
を
持
た
せ
た
答
弁
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
の
質
疑
を
通
じ
て
、
国
立
公
文
書
館
が

所
蔵
す
べ
き
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
は
、
更
に
拡
大
し
た
の
で

あ
っ
た
。（

２
）
公
文
書
管
理
法
に
お
け
る
「
歴
史
公
文
書
」
と
「
特
定
歴
史
公
文
書
」

　

公
文
書
管
理
法
に
お
い
て
、「
歴
史
公
文
書
」
と
「
特
定
歴
史
公
文
書
」
は
、

以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

第 

二
条
第
六
項　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
歴
史
公
文
書
等
」
と
は
、
歴
史
資

料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の
文
書
を
い
う
。

第 

二
条
第
七
項　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
と
は
、
歴

史
公
文
書
等
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

　
　
　

一
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
さ
れ
た
も
の

　
　
　

二
、 
第
一
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
さ
れ
た
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も
の

　
　
　

三
、 

第
一
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
公
文
書
館
の
設
置
す
る
公
文

書
館
に
移
管
さ
れ
た
も
の

　
　
　

四
、 
法
人
そ
の
他
の
団
体（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
を
除
く
。
以
下「
法

人
等
」
と
い
う
。）
又
は
個
人
か
ら
国
立
公
文
書
館
等
に
寄
贈
さ
れ
、

又
は
寄
託
さ
れ
た
も
の

　

す
な
わ
ち
、「
歴
史
公
文
書
等
」
と
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
で

あ
る
と
と
も
に
、「
等
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
的
に
作
成
さ
れ
た
「
私
文
書
」

を
も
含
む
概
念
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る

）
33
（

。
し
か
し
、「
公
文
書
」「
私
文
書
」

と
い
う
概
念
は
、
作
成
に
あ
た
っ
て
の
文
書
分
類
で
あ
り
、
従
来
、
情
報
公
開
法

の
公
文
書
概
念
で
は
「
私
文
書
」
を
除
外
し
て
い
た
。
し
か
し
、
国
立
公
文
書
館

に
資
料
収
集
権
を
付
与
す
る
た
め
、「
等
」
の
内
容
は
公
文
書
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
私

文
書
」
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、作
成
に
あ
た
っ
て
の
分
類
と
、

所
蔵
さ
れ
た
形
態
に
よ
る
団
体
文
書
、
個
人
文
書
と
い
っ
た
文
書
概
念
と
を
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
会
以
降
の
「
有
識
者
」
が
区
別
し
え
な
か
っ
た
た
め
、
結
果
的
に

全
て
の
文
書
を
含
む
こ
と
と
す
る
解
釈
も
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
特
定

歴
史
公
文
書
」
と
は
、
公
文
書
管
理
法
で
新
設
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、「
歴
史
公

文
書
等
」
で
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
な
い
し
寄
贈
・
寄
託
さ
れ
た
も
の
を
さ
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
「
歴
史
公
文
書
等
」
の
概
念
は
、
拡
大
解
釈
す
れ
ば
そ
の
外
延
は
際
限
な
く
拡

大
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
文
書
管
理
法
の
主
た
る
対
象
は
、
あ
く
ま
で
も
「
公

文
書
」、
す
な
わ
ち
行
政
文
書
で
あ
り
、
法
人
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
公
文
書
」

の
定
義
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
行
政
文
書
と
法
人
文
書
の
定
義
は
、
第
二
条
第

四
項
お
よ
び
第
二
条
第
五
項
で
、
行
政
機
関
の
職
員
お
よ
び
独
立
行
政
法
人
等
の

役
員
又
は
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
で
、
当
該
機
関
の
職
員

等
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
組
織
共
用
文
書
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

同
時
に
、
例
外
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
第
二
条
第
四
項
お
よ
び
第
二
条
第
五
項
で

次
の
三
号
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

一 　

官
報
、
白
書
、
新
聞
、
雑
誌
、
書
籍
そ
の
他
不
特
定
多
数
の
者
に
販
売

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
る
も
の

　
　

二　

特
定
歴
史
公
文
書
等

　
　

三 　

政
令
で
定
め
る
研
究
所
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資

料
と
し
て
特
別
の
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。）

と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
と
は
、
歴
史
的
に
重
要
な
資
料
・
国
立
公
文

書
館
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
歴
史
公
文
書
等
」
の
う
ち
、
現
状
で
国
立
公
文
書
館
等

が
所
蔵
し
て
い
る
歴
史
的
に
重
要
な
公
文
書
（「
歴
史
公
文
書
等
」）
を
指
し
て
い

る
。「
特
定
歴
史
公
文
書
」
と
は
、「
唯
一
性
」「
絶
対
性
」
を
求
め
ら
れ
て
い
た

国
立
公
文
書
館
が
全
て
の
歴
史
的
に
重
要
な
公
文
書
を
所
蔵
し
て
い
な
い
、
あ
る

い
は
し
え
な
い
事
実
を
あ
き
ら
か
に
し
た
だ
け
の
用
語
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

（
３
） 
公
文
書
管
理
委
員
会
に
お
け
る
施
行
令
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
過
程

　

公
文
書
管
理
法
が
公
布
さ
れ
、
施
行
さ
れ
る
ま
で
二
年
間
の
猶
予
が
あ
り
、
実
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際
に
運
用
す
る
に
あ
た
っ
て
施
行
令
と
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
有
識
者
会
議
に
至
る
ま
で
、
ゴ
ー
ル
ド
・
モ
デ
ル
と
い
っ

た
理
想
案
の
策
定
に
集
中
し
て
い
た 

「
有
識
者
」 

を
含
む
公
文
書
管
理
委
員
会
は

）
34
（

、 

公
文
書
管
理
法
の
施
行
に
あ
た
っ
て
現
実
・
実
態
と
こ
の
段
階
で
向
き
合
う
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
年
）
七
月
一
五
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
公
文
書
管

理
委
員
会
で
は
、
御
厨
貴
委
員
長
の
ペ
ー
パ
ー
「
公
文
書
管
理
に
関
す
る
政
令
・

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
の
検
討
の
視
点
」
が
検
討
材
料
と
し
て
配
布
さ
れ
た
。

　
　

◎ 

政
府
の
意
思
決
定
の
跡
付
け
が
で
き
る
よ
う
、
意
思
決
定
過
程
の
記
録
を

確
実
に
残
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

　
　

◎ 

作
成
し
た
文
書
が
後
代
の
国
民
・
行
政
官
に
適
切
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
、

文
書
の
分
類
・
整
理
の
仕
組
み
を
整
え
る
こ
と

　
　

◎ 

散
逸
や
誤
廃
棄
を
防
ぐ
た
め
、
集
中
管
理
を
は
じ
め
と
し
た
文
書
の
保
存

の
仕
組
み
を
整
え
る
こ
と

　
　

◎ 

電
子
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
も
配
慮
す
る
こ
と

　
　

◎ 

歴
史
的
に
価
値
の
あ
る
資
料
を
確
実
に
残
せ
る
よ
う
、
国
立
公
文
書
館
等

へ
移
管
す
る
文
書
に
つ
い
て
、
研
究
者
の
意
見
も
踏
ま
え
、
適
切
な
基
準

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

　
　

◎ 

政
府
に
お
い
て
適
切
な
文
書
管
理
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
確
保
の
仕
組
み
を
整
え
る
と
と
も
に
、
職
員
の
意
識
・
専
門
性

の
向
上
に
意
を
用
う
べ
き
こ
と

）
35
（

　

ま
た
、
杉
本
重
雄
委
員
か
ら
は
、（
資
料
六-

二
）
と
し
て
「
新
し
い
公
文
書
管

理
の
ポ
イ
ン
ト
」
と
し
て
、
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
に
も
と
づ
き
、
文
書
に

つ
い
て
「
作
成
義
務
の
あ
る
文
書
」
と
「
軽
微
な
文
書
」
を
分
類
。
廃
棄
を
前
提

と
す
る
「
軽
微
な
文
書
」
と
し
て
、
次
の
五
点
を
挙
げ
て
い
る
。

　

①
一
時
的
な
記
録

　
　

・ 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
帳
、
組
織
の
活
動
に
関
連
し
な
い
連
絡
事
項
、
組
織
で
回

覧
さ
れ
る
連
絡
事
項
な
ど
の
コ
ピ
ー
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
案
内
、
他
者

が
責
任
を
持
っ
て
登
録
す
る
こ
と
と
な
る
複
数
の
者
に
来
た
ｅ
メ
ー
ル
、

ス
パ
ム
メ
ー
ル
な
ど

　

②
ラ
フ
な
メ
モ
や
計
算

　
　

・ 

ラ
フ
な
計
算
、
個
人
の
作
業
途
中
の
メ
モ
、
最
終
文
書
に
貼
り
付
け
る
計

算
シ
ー
ト
、
文
書
、
デ
ー
タ
検
証
で
打
ち
出
し
た
コ
ピ
ー
、
ア
ド
ホ
ッ
ク

な
質
問
に
対
す
る
回
答
な
ど

　

③
意
思
決
定
に
寄
与
し
な
い
ド
ラ
フ
ト

　
　

・
内
容
の
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
に
使
う
ド
ラ
フ
ト
な
ど

　

④
参
照
用
の
コ
ピ
ー

　
　

・ 

参
照
用
の
コ
ピ
ー
、
組
織
の
手
続
き
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、

計
画
な
ど
の
コ
ピ
ー
な
ど

　

⑤
不
用
の
出
版
物

　
　

・
組
織
で
受
け
と
っ
た
営
業
資
料
、
外
部
の
印
刷
物
な
ど

そ
の
際
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
ブ
ロ
グ
、
メ
ル
マ
ガ
、
電
子
メ
ー
ル
な
ど
を
検
討
課
題

と
も
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、「
歴
史
的
価
値
の
あ
る
文
書
の
判
断
」
と
し
て
、

将
来
国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
べ
き
歴
史
的
価
値
の
あ
る
文
書
の
判
断
基
準
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
国
民
視
点
で
定
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　

①
国
益
や
社
会
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
意
思
決
定
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
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②
個
人
や
法
人
が
重
大
な
影
響
を
受
け
る
意
思
決
定
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

　
　

③ 
我
が
国
の
歴
史
、
文
化
、
学
術
の
発
展
の
た
め
に
役
立
つ
文
書
で
あ
る
か

ど
う
か

　
　

④
今
後
の
政
策
形
成
の
参
考
資
料
と
な
る
か
ど
う
か

　
　

⑤
我
が
国
の
社
会
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
事
件
、
事
業
で
あ
っ
た
か

　
　

・ 

府
省
共
通
業
務
に
つ
い
て
は
、
文
書
の
種
類
ご
と
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し

て
示
す
こ
と
と
な
る
。

　
　

・ 

府
省
個
別
業
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
考
え
方
を
参
考
に
各
府
省
で
定
め
る

こ
と
と
な
る

）
36
（

。

　

ま
た
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
引
用
し
た
三
宅
弘
委
員
の
（
資
料
六-

三
）

「
公
文
書
管
理
委
員
会
に
お
い
て
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
」
で
は
、「「
組

織
共
用
文
書
」
と
「
個
人
文
書
」
の
区
別
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、「
当
該
行
政
機

関
の
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
」
の
要
件
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
」

「
簿
冊
式
管
理
法
を
や
め
て
バ
ー
チ
カ
ル
・
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
、

フ
ァ
イ
ル
基
準
表
へ
の
書
き
込
み
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理
し
、
こ
れ
を
情
報
公

開
目
録
と
し
て
国
民
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
、
こ
の
高
速
検
索
性
に
よ
り

行
政
コ
ス
ト
の
削
減
を
実
現
す
べ
き
」「
米
国
で
は
大
統
領
の
持
つ
携
帯
電
話
の

記
録
ま
で
公
文
書
と
し
て
保
管
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
で
も
閣
僚
時
代
に

作
成
し
た
職
務
に
関
す
る
文
書
は
、
す
べ
て
公
文
書
と
し
て
保
管
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
」
と
い
っ
た
意
見
の
検
討
を
要
望
し
て
い
た

）
37
（

。

　

こ
の
よ
う
に
有
識
者
会
議
ま
で
の
過
程
で
、「
有
識
者
」
が
府
省
の
文
書
管
理

に
つ
い
て
実
態
調
査
を
行
な
わ
ず
に
き
た
結
果
、
彼
等
は
最
後
の
段
階
で
「
歴
史

的
に
重
要
な
資
料
」と
は
な
に
か
、と
い
う
問
題
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
御
厨
座
長
お
よ
び
杉
本
委
員
の
メ
モ
は
、
概
括
的
な
内
容
に
す
ぎ

ず
、
具
体
性
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
三
宅
委
員
メ
モ
に
お
け
る
指
摘
も
実

態
に
基
づ
く
も
の
で
な
か
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
日
程
的
な
問
題
も
あ
り
、
公
文
書
管
理
委
員
会
で
の
審
議
は
、
内

閣
府
か
ら
提
示
さ
れ
た
施
行
令
案
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
の
検
討
が
中
心
と
な
り
、

上
記
の
意
見
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
二
年
政
令

第
二
百
五
〇
号
）
の
別
表
に
反
映
さ
れ
た
も
の
の
、「
歴
史
的
に
重
要
な
資
料
」

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
議
論
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
４
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
問
題
点

　

平
成
二
二
年
七
月
一
五
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
公
文
書
管
理
委
員
会
で
、「
行

政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
検
討
素
案

）
38
（

」、が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

こ
の
検
討
素
案
に
対
す
る
国
民
の
意
見
募
集
お
よ
び
各
省
意
見
が
、
第
二
回
公
文

書
管
理
委
員
会
（
平
成
二
二
年
八
月
三
一
日
）
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
本
稿
に
即

し
、
歴
史
的
に
重
要
な
資
料
に
つ
い
て
言
え
ば
、
外
務
省
か
ら
は
「
文
書
の
歴
史

性
を
判
断
す
る
場
所
（
部
署
等
）
は
、
各
省
ご
と
に
異
な
っ
て
い
て
も
よ
い
と
考

え
る
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
ま
た
、
各
省
か
ら
は
、
業
務
の
固
有
性
・
多
様
性

に
も
と
づ
き
、
施
行
令
別
表
に
対
す
る
注
文
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
防

衛
庁
か
ら
は
、
防
衛
研
究
所
図
書
館
戦
史
資
料
室
を
念
頭
に
、「
改
正
後
の
独
立

行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
が
保
有

す
る
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資
料
は
、
独
立
行
政

法
人
等
情
報
公
開
法
第
五
条
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
一
般
の
利
用
を
制
限
す
る
限
り
、
公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
四
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項
の
行
政
文
書
に
該
当
し
、
同
条
第
三
項
の
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
す
べ
き
も

の
と
整
理
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。」
と
し
、
こ
れ
を
公
文
書
管
理
法
に
即

し
て
言
え
ば
、「
特
定
歴
史
公
文
書
」
と
「
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又

は
学
術
研
究
用
の
資
料
」
と
の
定
義
上
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た

）
39
（

。

ま
た
、
第
二
回
公
文
書
管
理
委
員
会
で
、「
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
、
利
用

及
び
廃
棄
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

）
40
（

」
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
国
民
の
意
見
募
集
お

よ
び
各
省
意
見
が
第
三
回
公
文
書
管
理
委
員
会
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
二
日
）

で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
国
民
か
ら
は
、
有
識
者
会
議
の
流
れ
に
あ
る
意
見
が
多
数

を
占
め
た
が
、「
寄
贈
・
寄
託
を
受
け
る
文
書
の
基
準
を
可
能
な
限
り
具
体
化
し

て
示
す
必
要
は
な
い
の
か
。（
中
略
）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
移
管
文
書
を
保
存
す
る

の
が
本
務
で
あ
る
の
で
、
寄
贈
・
寄
託
に
つ
い
て
は
務
め
て
抑
制
的
に
か
つ
具
体

的
な
基
準
を
示
し
て
欲
し
い
。」「
そ
も
そ
も
「
歴
史
公
文
書
等
」
の
定
義
が
曖
昧

な
気
が
し
ま
す
。」と
の
意
見
も
寄
せ
ら
れ
た

）
41
（

。
さ
ら
に
、各
省
か
ら
の
意
見
で
は
、

く
ん
蒸
措
置
・
イ
ナ
ー
ジ
ェ
ン
ガ
ス
等
に
よ
る
自
動
消
火
設
備
等
に
つ
い
て
は
財

政
措
置
を
求
め
る
意
見
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
著
作
権
に
関
す
る
指
摘
も

だ
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
文
部
科
学
省
か
ら
の
意
見
お
よ
び
理
由
は
、
次
頁
の
表

の
よ
う
に
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
問
題
点
を
適
切
に
指
摘
し
た
も
の
で
あ
っ
た

）
42
（

。

　

文
部
科
学
省
の
指
摘
は
、「
歴
史
公
文
書
等
」
の
概
念
が
外
延
上
に
広
が
っ
た

結
果
、
寄
贈
・
寄
託
が
想
定
さ
れ
て
い
る
個
人
文
書
・
団
体
文
書
を
「
公
文
書
」

の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
同
じ
よ
う
に
考
え
た
点
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

個
人
文
書
は
、
個
人
の
人
生
の
過
程
で
生
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
個
人
文

書
を
作
成
段
階
の
分
類
で
あ
る
「
公
文
書
」
と
「
私
文
書
」
に
わ
け
る
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
原
秩
序
尊
重
の
原
則
と
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
政
治

家
な
り
、
官
僚
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
生
の
す
べ
て
を
公
人
と
し
て
規
定

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
、
個
人
文
書
を
扱
っ
た

こ
と
が
な
い
国
立
公
文
書
館
に
「
有
識
者
」
が
収
集
権
を
付
与
し
、
受
け
入
れ
か

ら
公
開
ま
で
を
個
人
文
書
と
公
文
書
の
区
別
を
理
解
せ
ず
に
国
立
公
文
書
館
の
慣

行
を
適
用
し
た
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た

）
43
（

。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
問
題
な
の
は
、
上
記
の
意
見
に
対
し
て
公
文
書
管
理
委
員
会

が
回
答
を
行
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に
か
え
て

　

平
成
一
三
年
四
月
二
日
付
規
程
第
七
号
「
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
利
用

規
則
」
お
い
て
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の
記
録
」
を
略
し
て

「
歴
史
公
文
書
等
」
と
記
述
し
た
。
こ
れ
は
、
国
立
公
文
書
館
の
所
蔵
状
況
を
単

純
に
反
映
し
た
名
称
で
あ
っ
た
。
国
立
公
文
書
館
が
所
蔵
す
べ
き
歴
史
資
料
と
し

て
重
要
な
「
公
文
書
そ
の
他
の
記
録
」
の
略
記
で
あ
り
、あ
く
ま
で
も
「
公
文
書
」

を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
が
、 

研
究
会
以
降
、
懇
談
会
、 

有
識
者
会
議
の
過
程
で
は
、 

ア
メ
リ
カ
の
国

立
公
文
書
館
・
記
録
管
理
庁 

（N
ational A

rchives and Records 

A
dm
inistraiom

, N
A
RA

）
を
理
想
と
し
て
、
国
立
公
文
書
館
を
い
か
に
そ
れ

に
近
づ
け
る
か
、
と
い
う
点
に
議
論
が
集
中
し
、
歴
史
資
料
と
し
て
「
重
要
な
公

文
書
」
と
は
何
か
と
い
う
点
は
、
ほ
と
ん
ど
議
論
に
上
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
概
念
は
外
延
上
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　

結
果
的
に
、「
重
要
な
公
文
書
」
と
は
、
公
文
書
管
理
法
施
行
令
の
別
表
お
よ
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対象事項 意　見 理　由

Ｂ-２寄贈・寄託された文書の受入れ
（1）館は、法人その他の団体（国及
び独立行政法人等を除く。以下「法
人等」という。）又は個人から特定
の文書を寄贈又は寄託する旨の申出
があった場合、当該文書が歴史公文
書等に該当すると判断する場合に
は、当該文書を受け入れるものとす
る。

● 「当該文書が歴史公文書等に
該当すると判断する場合に
は、当該文書を受け入れるも
のとする。」は「当該文書に
歴史公文書等に該当すると判
断する文書が含まれる場合に
は、当該文書を受け入れるも
のとする。」に変更されたい。

● 検討素案の場合、当該文書が歴史公文書等に該
当しないと判断する場合には、当該文書を受け
入れてはならないと読むことができる。
● 法人等又は個人からの寄贈・寄託の場合、歴史
公文書等のみならず、文化財的価値を有する資
料、その他多種多様な形態・内容の資料を含む
場合がある。その際、歴史公文書等に該当する
もののみを受入れるとも読み取ることのできる
本文は、その他の資料を受入れないなど、資料
群としての原秩序を損なう対応を助長しかねな
い。
● また一方で、独立の国立公文書館等施設ではな
く、図書館や博物館などが複合機能のひとつと
して国立公文書館等施設の指定を受けた場合、
恣意的に特定歴史公文書等としての受入れを避
けて、法の枠外での運用がなされる懸念がある。
その場合Ｂ-２（2）は無効となり、歴史公文書等
の隠匿を助長しかねない。

Ｂ-２
（2）館は、（1）に基づき受け入れた
特定歴史公文書等について、寄贈又
は寄託をした者の希望に応じ、利用
の制限を行う範囲及びこれが適用さ
れる期間を定めた上で、次に掲げる
措置を施し、原則として受入れから
１年以内に排架を行うものとする。
①くん蒸その他の保存に必要な措置
②Ｂ-４（4）に定める識別番号の付与
③Ｂ-７（1）に定める目録の作成

● 「原則として受入から１年以
内に排架を行うものとする。」
は「受入れから１年以内に排
架計画を立案し、公表するも
のとする。」と変更されたい。
● 「原則として受入れから１年
以内に排架を行うものとす
る」とあるが、一概に期限を
決めて利用に供するのは難し
いため弾力的な期限設定をし
ていただきたい。

● 公文書と異なり、法人等又は個人からの寄贈・
寄託文書の形態・内容は多種多様な場合が多く、
かつ分量も１年間では到底整理不能な文書の寄
贈・寄託を受ける場合が容易に想定可能であ
る。このため受入れの事実と排架計画とを公表
させることにとどめるのが現実的である。
● 行政機関等から受け入れた文書類と異なり、文
書群ごとに内容や形式が多様であるため。

Ｂ-２（2）留意事項
○ 利用の制限に関する設定を済ませ
た後は、行政機関及び独立行政法
人等から受け入れた場合と同様、
くん蒸、ウイルスチェック（検疫）、
媒体変換、綴じ直しや皺伸ばしと
いった簡単な修復等の保存に必要
な措置を施した上で、識別番号の
付与を行い、目録を作成した上で、
１年以内に排架を行う。

● 「利用の制限に関する設定を
済ませた後は、行政機関及
び独立行政法人等から受け
入れた場合と同様、くん蒸、
……、識別番号の付与を行
い、目録を作成した上で、１
年以内に排架を行う。」は「利
用の制限に関する設定を済ま
せた後は、１年以内に排架計
画を立案・公表し、くん蒸、
……、識別番号の付与を行い、
目録を作成した上で、排架を
行う。」と変更されたい。

● 前述のとおり、公文書と法人等又は個人からの
寄贈・寄託文書の性格が著しく異なるため。

Ｂ-１（2）、Ｂ-２（2）
留意事項【基本的考え方】
出所の原則：出所の異なる公文書等
を混合させてはならない。
原秩序尊重の原則：その公文書等が
移管されたときの順序に従って排列
する。
媒体の種類による保存環境の留意
点：媒体の種類により、温湿度等の
保存条件が異なるので、その種類に
あった保存環境を考慮する。
媒体の種類による排架方法の留意
点：媒体の種類により、保存上問題
のない排架方法（平積みと縦積み等）
や書架（マップケース、フィルム保
管庫のような専用ケース）を選択す
る。

● 「出所の原則：出所の異なる
公文書を混合させてはならな
い。」の「混合」の意味が不
明瞭。
● 「原秩序尊重の原則：その公
文書等が移管されたときの順
序に従って配列する。」は、「原
秩序尊重の原則：その公文書
等が移管されたときの順序に
従って配列・復元が可能な情
報を保持する。」と変更され
るか、もしくは、あくまで基
本的理念であることを明示さ
れたい。

● 「混合」が館による公文書等の再編纂を指すのか、
単に出所の区別なく排架することを指すのか不
明である。
● 出所の原則、原秩序尊重の原則は、ともに公文
書等の原秩序の復元が可能であることを担保す
ることが重要であり、原秩序のまま拝架するこ
と自体が目的ではないはずである。「順序に従っ
て配列」と具体的に指定を行うと、資料の形状
に応じた柔軟な分別収蔵が不可能となり、限ら
れた収蔵スペースの有効活用の点から不適当で
ある。

表　文部科学省からの主な意見
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び
平
成
一
九
年
六
月
二
七
日
付
内
閣
総
理
大
臣
決
定
「
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存

の
た
め
の
特
定
の
国
政
上
の
重
要
事
項
等
の
指
定
に
つ
い
て
」
で
規
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
定
型
的
基
準
と
し
て
の
「
別
表
」
は
、
各
省
庁
文
書
の

最
大
公
約
数
的
な
内
容
で
あ
り
、
各
省
文
書
お
よ
び
そ
の
背
景
と
な
る
業
務
・
伝

統
を
織
り
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
た
め
、
多
く
の
修
正
意
見
が
だ
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
れ
は
、
非
現
用
化
し
た
行
政
文
書
で
、「
特
定
歴
史
公
文
書
」
と
し

て
各
省
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
に
の
み
権
限
を
有
す
る
国
立
公
文
書
館
の
限
界

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
後
者
の
重
要
事
項
等
の
指
定
も
、
現
在
の
眼
か

ら
す
る
「
重
要
」
に
す
ぎ
ず
、
未
来
の
歴
史
学
や
、
国
民
の
知
る
権
利
を
担
保
す

る
う
え
で
十
分
な
内
容
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
個
人
文
書
の
整
理
能
力
を
有
し
て
い
な
い
国
立
公
文
書
館
に
、
収
集

権
を
付
与
す
る
た
め
に
、「
歴
史
公
文
書
等
」
の
概
念
を
「
民
間
文
書
」（
？
）
に

ま
で
広
げ
た
た
め
、「
歴
史
公
文
書
等
」「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
と
い
っ
た
概
念

は
、
多
義
化
し
て
い
っ
た
。

　

で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
一
に
、
こ
れ
ら
の
各
委
員
会
で
は
、
諸
外
国
の
施
設
見
学
を
行
な
っ
た
も
の

の
、
国
内
で
は
、
国
立
公
文
書
館
と
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
ア
ー
カ
イ
ブ
を
見
学

し
た
だ
け
で
あ
り
、
実
態
を
熟
知
し
て
い
る
日
本
の
公
文
書
館
で
働
く
者
の
視
点

を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
結
果
的
に
利
用
者
側
の
視
点
の
み
が
強
調
さ
れ

る
背
景
と
な
っ
た
・
・
・
た
だ
し
、
こ
の
「
利
用
者
」
は
、
一
般
市
民
と
い
う
よ

り
は
、
ヘ
ビ
ー
・
ユ
ー
ザ
ー
と
し
て
の
研
究
者
の
視
点
に
偏
在
し
た
も
の
で
あ

る
）。
何
よ
り
も
、「
重
要
」
と
の
判
断
は
、
大
濱
徹
也
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

経
験
知
と
そ
の
経
験
知
を
検
証
し
う
る
総
合
的
な
判
断
力
を
可
能
と
す
る
知
の
体

系
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
問
わ
れ
る
実
践
知
な
だ
け
に
致
命
的
で
あ
っ
た

）
44
（

。

　

第
二
に
、
公
文
書
管
理
の
一
元
化
を
標
榜
し
な
が
ら
、
各
省
の
文
書
作
成
か
ら
、

立
案
か
ら
決
裁
を
へ
て
管
理
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
実
際
に
把
握
す
べ
き
で
あ
っ

た
（
立
案
か
ら
保
管
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
見
学
し
、
最
低
で
も
文
書
執
務
提
要

等
の
検
討
等
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
）。
公
文
書
管
理
法
の
最
大
の
成
果
は
、
公

文
書
管
理
の
一
元
化
で
あ
っ
た
。
戦
略
的
に
国
立
公
文
書
館
は
、
こ
の
一
元
化
を

援
用
し
て
省
庁
ご
と
の
作
成
か
ら
管
理
に
い
た
る
ま
で
の
文
書
の
態
様
を
把
握
し

て
、省
庁
ご
と
に
き
め
細
か
く
移
管
す
べ
き
「
重
要
」
文
書
を
把
握
す
べ
き
で
あ
っ

た
。
日
本
の
各
省
庁
で
は
、
文
化
と
も
い
う
べ
き
独
自
の
文
書
文
化
を
有
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
働
く
者
は
、
固
有
の
文
書
文
化
に
誇
り
と
使
命
感
を
有
し

て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
後
方
（
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
）
の
前
方
進
出
だ
け
で
な
く
、

前
方
の
後
方
進
出
も
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、「
理
想
」
か
ら
の
偏
差
で
現
実
を
判
断
し
、
裏
付
け
（
財
政
的
な
）

と
計
画
性
（「
理
想
」
へ
の
段
階
的
な
発
展
計
画
）
を
持
た
な
い
ま
ま
、「
理
想
」

を
現
実
に
し
よ
う
と
し
た
手
法
に
問
題
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
有

識
者
」
の
な
か
に
は
、「
理
想
」
と
「
現
実
」
の
す
り
合
わ
せ
を
、
事
実
上
、
事

務
方
や
座
長
等
に
丸
投
げ
す
る
者
も
い
た
の
で
あ
る
。

　

公
文
書
管
理
法
が
施
行
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
国
立
公
文
書
館
等
は
、
公
文
書
管

理
法
が
必
要
と
さ
れ
た
原
点
に
戻
る
べ
き
で
あ
る
。「
歴
史
公
文
書
」
で
は
な
く
、

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
を
国
立
公
文
書
館
等
は
、
所
蔵
し
、
公
開
す
る

こ
と
を
本
義
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
作
成
か
ら
保
存
、
そ
し

て
公
開
さ
れ
る
公
文
書
管
理
の
一
元
化
を
全
う
す
る
た
め
、
行
政
文
書
・
法
人
文
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書
の
実
態
を
学
び
、
積
み
上
げ
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
実
践
知
の
な
か
で
、
ア
ー

キ
ビ
ス
ト
の
養
成
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
定
型
的
基
準
を
導
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
国
立
公
文
書
館
の
限
界
、
各
省
庁
で
日
常
的
に
行
な
わ
れ

る
文
書
の
作
成
か
ら
保
管
ま
で
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
と
い
う
限
界
を
超
え
、
よ

り
豊
か
な
、
そ
し
て
日
本
近
代
公
文
書
の
固
有
性
、
一
つ
の
文
化
を
体
現
す
る
も

の
に
昇
華
さ
せ
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
公
文
書
管
理
法
が
求
め
る
公
文
書
管
理
や

公
文
書
館
・
文
書
館
像
と
は
、
国
際
標
準
を
持
ち
出
し
、
規
格
の
違
う
シ
ス
テ
ム

を
導
入
し
、
そ
の
枠
に
・
・
・
現
実
を
知
る
こ
と
な
く
・
・
・
あ
て
は
め
る
こ
と

で
は
な
く
、
日
本
独
自
の
公
文
書
管
理
お
よ
び
公
文
書
館
・
文
書
館
像
を
構
築
す

る
作
業
こ
そ
が
一
番
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
公
文
書
管
理
法
附
則
一
三
条
一
項
で
行
政
文
書
お
よ
び
法
人
文
書
の

範
囲
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
施
行
後
五
年
を
目
途
に
検
討
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
た
。
こ
の
五
年
は
、
国
立
大
学
に
と
っ
て
は
、
法
人
文
書
の
整
理
・
保
存
・
公

開
の
輪
を
広
げ
る
期
間
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。同
時
に
、国
立
公
文
書
館
に
と
っ

て
は
、
公
文
書
管
理
を
求
め
る
国
民
の
声
に
立
ち
戻
り
、
実
り
あ
る
活
動
が
行
な

え
る
た
め
の
五
年
と
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

 

（
平
成
二
三
年
三
月
二
〇
日
稿
）

注（
1
）
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
一
年
法
律
第
四
二

号
、
最
終
改
正
平
成
二
一
年
法
律
第
六
六
号
）。

（
2
）
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
五
年
法
律
第
五
七
号
、
最
終
改
正
：

平
成
二
一
年
法
律
第
四
九
号
）。

（
3
）
平
成
二
〇
年
一
月
一
八
日
、
衆
・
参
両
議
院
本
会
議
に
お
け
る
施
政
方
針
演
説
。

（
4
）
岡
本
信
一
他 

『
逐
条
解
説　

公
文
書
管
理
法
』 

ぎ
ょ
う
せ
い
、 

平
成
二
一
年
、
三

〜
四
頁
。

（
5
）
平
成
一
五
年
五
月
一
二
日
か
ら
、同
年
一
一
月
二
五
日
ま
で
、七
回
開
催
さ
れ
た
。

（
6
）
専
門
の
「
有
識
者
」
で
も
混
乱
し
て
い
る
文
書
の
分
類
に
つ
い
て
は
、本
稿
で
は
、

以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
混
乱
の
原
因
は
、
文
書
を
「
作
成
」

と
「
保
存
」
の
両
面
に
分
け
て
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
作
成
」

面
か
ら
、文
書
を
「
公
文
書
」
と
「
私
文
書
」
に
分
類
し
て
い
る
。
公
文
書
と
は
、

簡
単
に
言
え
ば
、
公
的
機
関
に
属
す
る
者
が
職
務
上
作
成
・
取
得
し
た
文
書
・
図

画
・
電
磁
的
記
録
等
で
あ
り
、
組
織
共
用
で
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
文
書
と

は
、公
的
な
立
場
に
あ
る
者
で
も
、個
人
的
な
場
所
で
作
成
し
た
文
書
等
で
あ
る
。

ま
た
、「
保
存
」
面
か
ら
分
類
す
れ
ば
、「
公
文
書
」
と
「
個
人
文
書
」（「
団
体
文

書
」）
に
分
類
で
き
る
。「
保
存
」
面
か
ら
す
る
「
公
文
書
」
と
は
、
公
文
書
館
・

文
書
館
で
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
非
現
用
の
公
文
書
（
行
政
文
書
・
法
人
文
書

等
）
で
あ
る
。「
個
人
文
書
」
と
は
、個
人
が
私
的
に
保
管
・
保
存
し
て
い
る
（
し

て
い
た
）
文
書
等
と
す
る
。
な
お
、
日
本
の
近
代
文
書
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近

代
日
本
文
書
学
研
究
序
説
』（
現
代
史
料
出
版
、平
成
二
〇
年
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）『
移
管
基
準
等
研
究
会
報
告
書
』（
平
成
一
一
年
九
月
一
七
日
、
移
管
基
準
等
研
究

会
）。
移
管
基
準
等
研
究
会
は
、
平
成
一
一
年
九
月
一
七
日
ま
で
九
回
開
催
さ
れ

た
。
委
員
は
、
座
長
・
南
博
方
（
成
城
大
学
教
授
）、
山
中
永
之
佑
（
追
手
門
学

院
大
学
教
授
）、
大
濱
徹
也
（
筑
波
大
学
教
授
）、
加
藤
陸
美
（
環
境
庁
公
害
健
康

被
害
補
償
不
服
審
査
会
会
長
）、小
谷
宏
三
（
平
成
国
際
大
学
教
授
）、後
藤
仁
（
神

奈
川
大
学
教
授
）、
高
橋
滋
（
一
橋
大
学
教
授
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
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こ
の
移
管
基
準
等
研
究
会
の
特
徴
は
、
国
立
公
文
書
館
の
実
情
に
合
わ
せ
た
現
実

的
な
運
用
を
目
指
し
た
点
に
あ
る
。
移
管
基
準
等
研
究
会
の
定
型
的
移
管
基
準
策

定
の
方
向
性
は
、 

各
省
庁
の
文
書
管
理
責
任
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
移
管
等
検

討
会
に
引
き
継
が
れ
、 

情
報
公
開
法
施
行
令
に
対
応
す
る 

「
行
政
文
書
の
管
理
方

策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
」 （
平
成
一
二
年
二
月
二
五
日
、 

各
省
庁

事
務
連
絡
会
議
申
合
せ
） 

の
別
表 

「
行
政
文
書
の
最
低
保
存
期
間
基
準
」 

を
準
用

し
た
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
付
各
府
省
庁
文
書
課
長
等
申
合
せ 

「
歴
史
資
料
と

し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て 

（
平
成

一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
） 
等
の
運
用
に
つ
い
て
」 

別
表
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。

（
8
）
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
付
閣
議
決
定
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の

適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
8.cao.go.jp/

chosei/koubun/koubun-sochi.pdf

）。
な
お
、
こ
の
移
管
基
準
に
つ
い
て
は
、

国
立
公
文
書
館
遠
藤
廉
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
「
移
管
基
準
」

に
つ
い
て
」（『
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
』
第
六
号
、
国
立
公
文
書
館
、
平
成
一
三
年
九
月
）

お
よ
び
大
野
冨
仁
夫
「
歴
史
文
書
等
の
移
管
基
準
の
改
正
に
つ
い
て
」（『
ア
ー
カ

イ
ブ
ス
』
第
二
一
号
、
国
立
公
文
書
館
、
平
成
一
七
年
九
月
）
参
照
。

（
9
）
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
付
各
府
省
庁
官
房
長
申
合
せ
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要

な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
（
平
成
一
三
年
三

月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
の
実
施
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/

koubun/koubun-sochi-ji.pdf

）。

（
10
）
第
１
条
、http://w

w
w
.archives.go.jp/guide/regulations.htm

l#regulations01

。

（
11
）
平
成
一
五
年
四
月
一
一
日
内
閣
府
大
臣
官
房
長
決
裁
。
本
委
員
会
は
、
平
成
一
五

年
五
月
一
二
日
か
ら
同
年
一
一
月
二
五
日
ま
で
計
七
回
開
催
さ
れ
、「
中
間
取
り

ま
と
め
」（
平
成
一
五
年
七
月
二
八
日
）
と
諸
外
国
の
「
実
態
調
査
報
告
書
」（
平

成
一
五
年
一
二
月
一
七
日
）
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
研
究
会
の
委
員
は
以
下

の
通
り
。
座
長
高
山
正
也
（
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
教
授
、
肩
書
は
当
時
）、
座

長
代
理
後
藤
仁
（
神
奈
川
大
学
法
学
部
教
授
）、
以
下
、
委
員
加
賀
美
幸
子
（
千

葉
市
女
性
セ
ン
タ
ー
館
長
）、
加
藤
陽
子
（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究

科
助
教
授
）、
小
谷
宏
三
（
平
成
国
際
大
学
法
学
部
）、
三
宅
弘
（
弁
護
士
）、
山

田
洋
（
一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
菊
池
光
興
（
独

立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
）。

（
12
）
平
成
一
五
年
六
月
九
日
「
第
二
回
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切

な
保
存
・
利
用
等
の
た
め
の
研
究
会
議
事
要
旨
」（http://w

w
w
8.cao.go.jp/

chosei/koubun/kenkyukai/youshi/youshi150609.pdf

）。

（
13
）
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
・
利
用
等
の
た
め
の
研
究
会

「
中
間
取
り
ま
と
め
」（
平
成
一
五
年
七
月
二
八
日
）（http://w

w
w
8.cao.go.jp/

chosei/koubun/kenkyukai/sidai/150728/150728tyukan.pdf

）。

（
14
）
平
成
一
五
年
一
二
月
五
日
付
内
閣
官
房
長
官
決
定
「「
我
が
国
の
適
切
な
管
理
、

保
存
及
び
利
用
に
関
す
る
懇
談
会
」
の
開
催
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
8.cao.

go.jp/chosei/koubun/kondankai01/kaisai.htm
l

）。
委
員
は
、
座
長
尾
崎
護

（
財
団
法
人
矢
崎
科
学
技
術
振
興
記
念
財
団
理
事
長
、
肩
書
は
当
時
）、
宇
賀
克
也

（
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
）、
加
賀
美
幸
子
（
千
葉
市
女
性
セ

ン
タ
ー
名
誉
館
長
）、
加
藤
陽
子
（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
助
教

授
）、
小
谷
宏
三
（
平
成
国
際
大
学
法
学
部
教
授
）、
後
藤
仁
（
神
奈
川
大
学
法
学

部
教
授
）、
三
宅
弘
（
弁
護
士
）、
山
田
洋
（
一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
加
賀
美
、
加
藤
、
小
谷
、
三
宅
、
山
田
、
後
藤
の
六
氏
は
、
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歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
・
利
用
等
の
た
め
の
研
究
会

に
引
続
い
て
の
委
員
で
あ
っ
た
。
第
一
〇
回
ま
で
は
、
座
長
も
同
じ
、
高
山
正
也

（
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
教
授
）
で
あ
っ
た
。

（
15
）
平
成
一
五
年
一
二
月
一
七
日
付
「
公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利
用
に

関
す
る
懇
談
会
（
第
一
回
）
議
事
要
旨
」（http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/

koubun/kondankai01/youshi.pdf

）。

（
16
）（
17
）
同
前
注
。

（
17
）
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
付
「
第
二
回
公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利

用
に
関
す
る
懇
談
会
議
事
次
第
」（http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/

kondankai02/youshi.pdf

）。

（
18
）
ま
た
、
国
立
学
校
法
人
関
係
文
書
に
つ
い
て
菊
池
国
立
公
文
書
館
長
は
、「（
前
略
）

例
え
ば
国
立
大
学
で
あ
り
ま
す
と
今
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
文
書
と
い
う
形
で

文
部
省
か
ら
随
分
移
管
さ
れ
ま
し
た
と
い
う
こ
と
を
御
説
明
い
た
し
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
そ
れ
が
今
度
は
国
立
学
校
法
人
と
い
う
こ
と
で
独
法
に
な
っ
た
場
合
に
は

入
っ
て
こ
な
く
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
ら
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は

資
料
の
連
続
性
が
な
く
な
る
か
ら
、
そ
こ
は
何
か
考
え
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

の
か
と
、
こ
う
い
う
こ
と
は
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
基
本
的
な
立
て
方
と
し
て

は
独
立
行
政
法
人
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
行
政
機
関
で
は
な
い
と
、
国
の
機
関

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
で
す
か
ら
、
別
に
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で

す
。」「
た
だ
、
独
立
行
政
法
人
と
い
え
、
国
立
学
校
法
人
と
い
え
ど
も
、
文
部
科

学
省
に
い
ろ
ん
な
年
次
計
画
書
だ
と
か
、
中
期
計
画
だ
と
い
う
も
の
を
お
出
し
に

な
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
が
文
科
省
に
行
っ
た
場
合
に
は
、
国
立
学
校
法
人
関
係
文

書
と
い
う
こ
と
で
、
文
部
科
学
省
か
ら
一
定
の
時
期
が
経
っ
た
と
き
に
、
確
実
に

公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
は
手
当
を
し
て
い
け
ば
、
で
き
な

い
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
全
く
独
法
の
関
係
の
文
書
が
公
文
書
館
に
来

な
く
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
重
要
な
も
の
に
つ
い
て

は
移
管
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
と
、こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。（
後
略
）」

（
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
「
第
二
回
懇
談
会
議
事
要
旨
」（http://w

w
w
8.cao.

go.jp/chosei/koubun/kondankai02/youshi.pdf

））
と
述
べ
、
国
立
大
学
法

人
文
書
の
移
管
を
基
本
的
に
想
定
外
と
し
、 「
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
は 

（
文
部
科

学
省
か
ら
） 

移
管
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
」 

程
度
の
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で

き
る
。国
立
公
文
書
館
に
と
っ
て
も
法
人
文
書
の
重
要
度
は
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
19
）
平
成
一
六
年
二
月
二
六
日
付
第
三
回
公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利

用
に
関
す
る
懇
談
会
議
事
要
旨
（http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/

kondankai03/youshi.pdf

）。

（
20
）
平
成
一
六
年
二
月
二
六
日
「
第
三
回
公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利
用

に
関
す
る
懇
談
会
議
事
要
旨
」（http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/

kondankai03/youshi.pdf

）。

（
21
）
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
付
内
閣
府
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
移

管
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」（http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/

kondankai04/siryo1.pdf

）。

（
22
）
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
「
第
四
回
公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利
用

に
関
す
る
懇
談
会
議
事
要
旨
」（http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/

kondankai04/youshi.pdf

）。

（
23
）
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
「
第
四
回
公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利
用

に
関
す
る
懇
談
会
議
事
要
旨
」（http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/
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kondankai04/youshi.pdf

）。

（
24
）
平
成
一
六
年
五
月
二
六
日
「
第
六
回
公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利
用

に
関
す
る
懇
談
会
議
事
要
旨
」（http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/

kondankai06/youshi.pdf

）。

（
25
）
平
成
二
〇
年
二
月
二
九
日
内
閣
官
房
長
官
決
裁
「
公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関

す
る
有
識
者
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/

koubun/konkyo.pdf
）。
委
員
は
、
尾
崎
護
（
座
長
）、
加
藤
陽
子
、
後
藤
仁
の

三
氏
が
懇
談
会
に
引
き
続
き
委
員
で
あ
っ
た
他
、
朝
倉
敏
夫
（
読
売
新
聞
東
京
本

社
専
務
取
締
役
論
説
委
員
長
）、
宇
賀
克
也
（
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研

究
科
教
授
）、加
藤
丈
夫
（
富
士
電
機
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
相
談
役
）、高
橋
滋
（
一

橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）、高
橋
伸
子
（
生
活
経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）、

野
口
貴
公
美
（
中
央
大
学
法
学
部
准
教
授
）
が
新
た
に
加
わ
っ
て
い
る
。

（
26
）
総
合
研
究
開
発
機
構
高
橋
滋
共
編
著
『
政
策
提
言

－

公
文
書
管
理
の
法
整
備
に
向

け
て
』
株
式
会
社
商
事
法
務
、
平
成
一
九
年
。

（
27
）
同
前
注
、
二
一
四
頁
。

（
28
）http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/koubun-jyuuyou.pdf

。

（
29
）http://w

w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/koubun/chukan.pdf

。

（
30
）
平
成
二
〇
年
九
月
四
日
、
第
一
〇
回
有
識
者
会
議
議
事
録
（http://w

w
w
.cas.

go.jp/jp/seisaku/koubun/dai10/10gijiroku.pdf

）。

（
31
）http://w
w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/koubun/hokoku.pdf

。

（
32
）
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
六
日
、
第
一
二
回
有
識
者
会
議
議
事
録
（http://w

w
w
.

cas.go.jp/jp/seisaku/koubun/dai12/12gijiroku.pdf

）。
こ
の
有
識
者
会
議

で
の
「
ゴ
ー
ル
ド
・
モ
デ
ル
」
は
、
小
泉
構
造
改
革
以
来
、
財
政
難
の
な
か
で
公

務
員
の
定
数
削
減
が
俎
上
に
上
っ
て
い
る
な
か
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
制
度
の
導
入
に

よ
る
国
立
公
文
書
館
の
大
量
増
員
や
、養
成
大
学
院
の
設
置（
ニ
ー
ズ
・
シ
ー
ズ
・

出
口
の
な
い
・
・
・
、
法
務
大
学
院
の
実
態
を
見
よ
）
が
可
能
と
考
え
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。

（
33
）
宇
賀
克
也
著
『
逐
条
解
説　

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
』
平
成
二
一
年
、

第
一
法
規
株
式
会
社
、
四
八
〜
四
九
頁
。

（
34
）
公
文
書
管
理
委
員
会
は
、
公
文
書
管
理
委
員
会
令
（
平
成
二
二
年
六
月
二
五
日
政

令
第
百
六
六
号
）
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
座
長
・
御
厨
貴
（
東

京
大
学
先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）。
副
座
長
・
三
輪
眞
木
子
（
放
送

大
学
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
・
遠
隔
教
育
セ
ン
タ
ー
教
授
）、
石
原
一
則
（
神
奈
川
県
立
公

文
書
館
課
長
）、
加
藤
陽
子
（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授
）、
杉

本
重
雄
（
筑
波
大
学
大
学
院
図
書
館
情
報
メ
デ
ィ
ア
研
究
科
教
授
）、
野
口
貴
公

美
（
中
央
大
学
法
学
部
教
授
）、三
宅
弘
（
弁
護
士
）
の
七
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

有
識
者
会
議
か
ら
引
き
続
い
て
加
藤
・
野
口
が
再
任
さ
れ
、
三
宅
は
懇
談
会
の
委

員
で
も
あ
っ
た
。
他
は
、
新
た
に
選
任
さ
れ
て
い
る
。

（
35
）http://w

w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/220715/220715haifu

6-1.pdf

。

（
36
）http://w

w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/220715/220715haifu

6-2.pdf

。

（
37
）http://w

w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/220715/220715haifu

6-3.pdf

。

（
38
）http://w

w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/220715/220715haifu

4.pdf

。
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（
39
）「
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
検
討
素
案
」
に
対
す
る
各
省
意
見

（http://w
w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/220831/220831haif

u2.pdf
）。

（
40
）http://w

w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/220831/220831haifu

5.pdf

。

（
41
）「
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
検

討
素
案
に
対
す
る
国
民
か
ら
の
御
意
見
募
集
の
結
果
（http://w

w
w
8.cao.

go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/221012/221012haifu1.pdf

）。

（
42
）「
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
検

討
素
案
に
対
す
る
各
省
意
見
（http://w

w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinka

isai/22/221012/221012haifu2.pdf

）。

（
43
）
平
成
二
〇
年
六
月
二
三
日
開
催
の
第
八
回
公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す
る
有

識
者
会
議
に
お
け
る
「
独
立
行
政
法
人
化
し
た
国
立
公
文
書
館
が
非
常
に
が
ん

ば
っ
て
、
受
け
入
れ
後
一
一
か
月
以
内
で
公
開
す
る
よ
う
な
慣
行
が
、
今
の
と
こ

ろ
で
き
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
最
大
一
一
か
月
と
。
で
す
か
ら
、
こ
の
い
わ
ゆ
る

適
用
除
外
機
関
で
も
、
文
書
そ
の
も
の
は
保
管
し
て
い
て
も
い
い
で
す
よ
、
だ
け

れ
ど
も
、
メ
タ
管
理
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
こ
ち
ら
が
、
公
文
書
管
理
機
関
が
、

宮
内
庁
書
陵
部
は
本
当
に
一
一
か
月
以
内
で
公
開
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
外
務
省

外
交
史
料
館
が
同
じ
基
準
で
公
開
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
を
、
や
は
り
全

体
と
し
て
目
配
り
で
き
ま
す
よ
」
と
の
加
藤
陽
子
委
員
の
発
言
（http://w

w
w
.

cas.go.jp/jp/seisaku/koubun/dai8/8gijiroku.pdf

）。
さ
ら
に
、
有
識
者
会

議
の
委
員
で
あ
っ
た
宇
賀
克
也
が
、
個
人
文
書
の
実
態
に
対
す
る
無
理
解
か
ら
、

「
国
立
大
学
の
大
学
史
編
纂
室
が
本
条
（
公
文
書
管
理
法
第
二
条
）
三
項
二
号
の

規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
立
公
文
書
館
等
と
な
れ
ば
、
そ

こ
に
移
管
、
寄
贈
な
い
し
寄
託
さ
れ
た
歴
史
公
文
書
等
は
特
定
歴
史
公
文
書
等
と

な
り
（
本
条
七
項
）、
当
該
特
定
公
文
書
等
は
、
五
項
た
だ
し
書
三
号
の
規
定
で

は
な
く
、
同
項
た
だ
し
書
二
号
の
規
定
に
よ
り
「
法
人
文
書
」
か
ら
除
外
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。」と
し
た
こ
と
は
、よ
り
間
違
っ
た
認
識
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た（
宇

賀
克
也
著
『
逐
条
解
説　

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
』
第
一
法
規
株
式
会

社
、平
成
二
一
年
、四
七
頁
）。
な
お
、個
人
文
書
は
、作
成
面
か
ら
す
る
「
公
文
書
」

「
私
文
書
」
が
混
在
す
る
だ
け
で
な
く
、
媒
体
も
多
様
で
あ
り
、
か
つ
、
文
書
だ

け
で
な
く
、身
の
回
り
の
品
々
や
図
書
な
ど
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
形
態
は
、

公
文
書
の
よ
う
な
記
録
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
整
理
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の

場
合
、
混
在
し
た
状
態
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
整
理
は
、
原
秩
序
を
尊
重
し
つ
つ
、

一
点
一
点
目
録
を
と
り
、
一
点
一
点
中
性
紙
の
封
筒
に
入
れ
て
整
理
す
る
と
い
っ

た
膨
大
な
作
業
量
を
要
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
量
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
五
万

点
を
こ
え
る
よ
う
な
文
書
群
も
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
を
一
年
で
整
理
す
る
こ
と

は
、
事
実
上
、
不
可
能
で
あ
る
（
国
立
公
文
書
館
は
、
こ
れ
ま
で
図
書
を
中
心
に

三
〇
〇
〇
点
し
か
整
理
実
績
が
な
い
）。
そ
の
意
味
で
、
個
人
文
書
と
そ
の
整
理

の
実
態
を
知
っ
て
い
る
「
有
識
者
」
が
い
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。

（
44
）
大
濱
徹
也「
現
在
、ア
ー
カ
イ
ブ
ス
に
問
わ
れ
る
こ
と
」『
日
本
歴
史
』第
七
四
八
号
、

平
成
二
二
年
九
月
。
ま
た
、大
濱
徹
也
著
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
へ
の
眼
』（
刀
水
書
房
、

平
成
一
九
年
）
参
照
。

（
こ
い
け　

せ
い
い
ち
・
広
島
大
学
文
書
館
）




